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はじめに 

～みんなで子どもを守るまち・せたがやを目指して～ 

 

○これまでの経緯 

子どもや子育て家庭を取り巻く環境は、社会情勢とともに目まぐるしく変化しています。

こうした変化に対応するため、平成１２年の「児童虐待の防止等に関する法律」の制定など

国による児童虐待防止の取り組みが進められるとともに、世田谷区においても、地域と力を

合わせ、児童虐待の発生予防や、早期発見・早期対応、虐待を受けた子どもの保護・自立な

どの施策を展開してきました。 

一方、東京都においては、都の児童相談所と、特別区の子ども家庭支援センターの両機関

が連携した児童相談行政が展開されてきましたが、児童虐待相談対応件数の増加が続く中、

都区の二元的な運用体制の下で生じる、情報共有をはじめとした様々な問題が指摘され、そ

の解消が喫緊の課題となっていました。 

こうした背景の下、平成１８年の都区合意事項からはじまった「都区のあり方検討委員会」

において、児童相談所は、区に移管する方向で検討する事務のひとつとされました。以来、

特別区は、妊娠から出産、保育、幼児教育、学校教育まで責任を持つ区による一元的な児童

相談行政の運営が必要であるとの認識から、その実現に向けて都との協議に臨んできました。

その後、特別区長会の要望を受け、平成２８年の児童福祉法の改正において、平成２９年４

月より特別区も政令の指定を受けて児童相談所を設置できることが明記され、ようやく移管

が具体化されるに至りました。 

○児童相談所の設置・運営計画の更新 

平成２８年の児童福祉法の改正では、昭和２２年の制定時以来の理念規定が見直され、児

童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られ、それらを保障される権利を

有することなどが明確にされました。特別区の児童相談所の設置は、こうした法の理念の実

現に必要な手段の一環として定められたものであり、法の新たな理念の実現に向けた、戦後

から続く児童福祉のあり方を大きく前進させる、大きな挑戦であると言えます。 

世田谷区は、こうした法改正の趣旨等を踏まえ、早期の児童相談所の移管が子どもの最善

の利益のために必要であると判断し、平成２８年度において、平成３２年４月以降早期の児

童相談所の移管を目標とする「児童相談所設置計画」を策定し、準備を進めてきました。そ

して、平成２９年度においては、二元的な体制における課題の解消とともに、子どもを見守

り、子育て家庭を応援する仕組みを一層充実させるための方策について、関係機関や学識経

験者の皆様にご議論をいただき、その結果、これまで区が培ってきた地域との顔の見える関

係を最大限に活かした、児童相談行政の再構築が提言されたところです。 

こうした各方面におけるご議論やご提言と、実務面での検討状況を取りまとめ、平成２８

年策定の児童相談所設置計画に大幅な修正を加え、平成３０年５月に「児童相談所設置・運

営計画（第一次更新計画）」として整理を行いました。 

また、児童相談所や一時保護所、児童相談所設置市事務の運営の検討とともに、児童相談

所の開設にあたり必要となる人員数や経費等の算定作業を行い、今般、これらの算定作業の

結果が取りまとめられたことから、その結果を踏まえ、児童相談所設置・運営計画案の更新

（第二次更新）として、さらに整理を行いました。 
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○今後に向けて 

区はこれまで、児童相談所の移管に向け、子ども家庭支援センターと一体となった、一元

的かつ地域の支援を最大限に活用した効果的な児童相談行政の実現を目標として掲げてき

ました。 

「児童相談所設置・運営計画（第一次更新計画）」においては、目標をより具体的に、か

つ児童福祉法の新たな理念の体現を目指すものであることを明らかにするため、児童虐待な

どの深刻な問題を未然に防ぐ「予防型の児童相談行政の構築」により、“みんなで子どもを

守るまち・せたがや”の実現を目指すことを、改めて定めました。 

そして、今般の「児童相談所設置・運営計画案の更新（第二次更新）」により、今後に向

け、移管の準備作業が一層加速されることとなりますが、準備を進めていくにあたっては、

関係機関や区民のみなさんを交え、さらに詳細な議論が必要となります。これらの議論や協

議を踏まえ、区の子ども施策がよりよいものとなるよう検討を重ね、本計画をさらに更新す

ることにより、その状況をお示ししてまいります。 

 

当区の児童相談所開設に向けた取組みは、今後続く特別区の児童相談所設置や、全国の児

童相談行政のあり方に大きな影響を与えるものであるとともに、世田谷区の子どもたちの将

来に対する重大な責任を負うものであります。こうしたことを十分に踏まえ、全力で開設に

向けて取り組んでまいりますので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。  
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第１章 計画について 

１ 計画の位置づけ 

本計画は、児童相談所の開設に向けた目標を設定し、児童相談所開設後における

児童相談行政の運営にあたっての基本的な指針とする。 

２ 計画の更新（第二次更新）の趣意 

区は、この間において、児童相談所や一時保護所、児童相談所設置市事務の運営

の検討とともに、児童相談所の開設にあたり必要となる人員数や経費等の算定作業

を行ってきた。今般、これらの算定作業の結果が取りまとめられたことから、その

結果を踏まえ、児童相談所設置・運営計画案の更新（第二次更新）を行うものであ

る。 

＜参考＞ 検討委員会検討経過 

この間において、地域に子ども・子育て・若者支援に関する資源が多く、また、

地域行政を推進しているという特性を活かした、世田谷区ならではの効果的な児

童相談行政を推進するため、外部の有識者や関係機関等を構成員に含めた「効果

的な児童相談行政の推進検討委員会」を設置し、検討を行った。効果的な児童相

談行政の推進検討委員会の中間報告は、検討委員会の平成２９年度における検討

結果をとりまとめたものであり、区に対する施策の方向性や手法についての提言

である。 

 

 

 

開催日 会議名 主な議題

平成29年

5月10日

7月12日 第１回 障害児支援体制のあり方検討部会 区民にとって利用しやすい相談窓口・体制

7月24日
第１回 児童相談所と一時保護所、子ども
家庭支援センターのあり方検討部会

児童相談所と子ども家庭支援センターの役割分
担、子ども家庭支援センターの位置づけ、通
告・相談窓口、夜間・休日の相談

8月8日 第１回 社会的養護のあり方検討部会
社会的養護についての基本的な考え方、里親の
拡充・支援、児童福祉施設等の退所児童の支援
体制

8月28日
第２回 効果的な児童相談行政の推進検討
委員会

各部会の検討状況の報告

9月19日
第２回 児童相談所と一時保護所、子ども
家庭支援センターのあり方検討部会

一時保護所の整備要件、児童相談所の機能

第１回 効果的な児童相談行政の推進検討
委員会

検討委員会の位置づけ、部会の割り振り、各部
会で検討すべき課題
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※今後の検討委員会の予定 

平成３１年３月に向けた児童相談所設置市の政令指定の要請の準備等と並行し、

検討委員会においては、引き続き平成３０年度の検討課題について検討を進める。 

平成３０年     ６月 第４回検討委員会（６月２７日開催） 

        ７～ ９月 第５回検討委員会 

平成３１年     １月 第６回検討委員会（最終報告） 

 【平成３０年度の主な検討テーマ】 

・一時保護委託先の確保について 

 ・要保護児童対策地域協議会のあり方の再検討 

 ・医師会・各医療機関との協力体制構築について 

 ・学校・教育委員会との連携・協力・調整について（要保護児童への援助、

非行・不登校児童に対する一貫した援助方策等） 

 ・里親会の設置について 

 ・里親委託後の家庭復帰に向けた支援策 

・障害児支援に携わる立場や配慮を要する児童・その家族の視点から見た児 

 童相談所との連携や、一時保護所及び社会的養護のあり方など 

３ 今後の検討の反映 

今回の更新（第二次更新）において確定されていない事項については、引続き検

討を進め、次のスケジュール（予定）に基づき、第三次以降の更新において順次反

映する。 

 ＜更新予定＞ 

平成３１年 ２月 第三次更新 

７月 最終更新 

開催日 会議名 主な議題

10月24日
第３回 児童相談所と一時保護所、子ども
家庭支援センターのあり方検討部会

一時保護所の整備要件、児童相談所の機能

11月6日 第２回 社会的養護のあり方検討部会
一時保護所について、社会的養護についての基
本的な考え方・体制整備、里親の拡充・支援、
児童福祉施設等の退所児童の支援体制

11月14日
第４回 児童相談所と一時保護所、子ども
家庭支援センターのあり方検討部会

一時保護所の整備要件、児童相談所の機能、子
ども家庭支援センターの位置づけ

11月24日 第２回 障害児支援体制のあり方検討部会
一時保護所について、区民にとって利用しやす
い相談窓口・体制

12月12日
第５回 児童相談所と一時保護所、子ども
家庭支援センターのあり方検討部会

通告・相談窓口、部会の中間報告案について

平成30年

1月18日

第３回 効果的な児童相談行政の推進検
討委員会

中間報告のとりまとめ
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４ 本計画の計画期間 

・本計画は、児童相談所の開設までの目標と、児童相談所開設後における児童相談

行政の運営にあたっての基本的な指針を定めるものであり、児童相談所の開設ま

でを計画期間とする。 

・児童相談所開設以降については、各年度における児童相談所の事業運営計画を改

めて年度ごとに策定するものとする。 

５ 実務提要 

業務の具体的な内容については、計画に定めるほか、実務提要において詳細を定

めるものとし、平成３０年度・３１年度の２ヵ年において、策定作業を行うものと

する。 
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第２章 基本方針 

１ 基本方針 

平成２８年の児童福祉法改正により、子どもが権利の主体であること、意見を尊

重されること、最善の利益を保障されることが同法の理念として明確化された。 

区は、児童相談所の開設に向け、この改正法の理念に則り、区民生活に密着した

基礎自治体として、児童相談のあらゆる場面において子どもの権利が保障され、そ

の最善の利益が優先された「みんなで子どもを守るまち・せたがや」の実現を目指

す。 

２ 実現の方策 

基本方針の実現に向け、区は児童相談所の開設準備とともに、次のとおり児童相

談行政の再構築に取り組むものとする。 

・子ども家庭支援センターと児童相談所の一元的な運用を大きな柱として、地域の

支援を最大限に活用した予防型の児童相談行政への転換を図る。 

・区は、あらゆる子どもには家庭を与えられるべきという視点に立ち、子どもが家

庭で健やかに養育されるよう保護者支援を重点的に行うことによって、対処療法

ではない、児童虐待予防に重点を置いた施策を展開する。 

３ スケジュール（予定） 

本計画案に基づき、平成３０年度の準備から順次具体化を目指すとともに、組織

体制等の検討や、児童相談所設置市（区）の政令指定の要請に向けた準備を進め、

平成３１年３月頃の政令指定の要請の提出を目指す。 
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第３章 児童相談所移管後の児童相談行政 

１ 子ども家庭支援センターの位置づけ 

・平成１６年の児童福祉法改正に伴い、子ども家庭支援センターは、児童相談所と

ともに、児童虐待通告窓口となっており、また、要保護児童対策地域協議会の調

整機関として地域ネットワークの中核を担うことで、児童虐待に対応する力を着

実につけてきた。政令指定都市並みの人口規模を擁する当区において、地域に密

着したきめ細かい相談対応を行うためには、今後も児童相談所と子ども家庭支援

センターが協働して支援を行う必要がある。 

・こうしたことを踏まえ、児童相談所開設後も、子ども家庭支援センターは、地域

（５総合支所区域）の中核機関として存続し、児童相談所と連携し、児童虐待予

防へのさらなる対応を担うものとする。 

・また、子ども家庭支援センターは、引続き「市町村子ども家庭支援指針」に則り、

一般の子育て家庭等の総合相談から子ども虐待事例の在宅支援及び虐待発生予防

を主とした支援を担うことを基本とするとともに、保健福祉センターの一員とし

て、センター内の各課や福祉の相談窓口、地域の様々な関係機関と連携し、世帯

の包括的な需要に対応する機能の一翼を担うものとする。 

２ 児童相談所の基本的な機能 

・児童相談所の主な業務は、児童福祉法第１２条等で次のとおり規定されている。 

・児童虐待をはじめ児童に関する問題が複雑化・多様化する中で、児童相談所には高  

度、専門的な機能の充実が求められており、児童相談所と関係機関・施設との役割

分担と有機的連携、関係機関・施設に対する技術的支援、専門性の充実のための人

材育成、調査研究、機能の活用による地域の児童福祉支援や地域のネットワーク化

などを推進していく。 

＜児童福祉法第１２条等で規定されている業務＞ 

① 児童に関する各般の問題について、家庭その他からの相談に応ずること 

 

相談種類 主な内容

養護相談 虐待、養育困難などに関する相談

障害相談 発達障害、知的障害、肢体不自由などに関する相談

非行相談 ぐ犯行為、触法行為に関する相談

育成相談 不登校、性格行動、しつけなどに関する相談

その他の相談 里親希望、夫婦関係など、上記の４つの相談に属さない相談

いじめ相談 上記の５つの相談の一環として行われる「いじめ」に関する相談
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＜参考＞現在の東京都における児童相談の流れ 

 

出典：東京都「児童相談所のしおり－２０１７年（平成２９年）版－」 

② 必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的、精神保健上の判  

定を行うこと 

③ 調査又は判定に基づき必要な指導を行うこと 

④ 児童の一時保護を行うこと 

⑤ 施設入所等の措置を行うこと 
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３ 子ども家庭支援センターと児童相談所の役割分担 

（１）それぞれの専門性を活かした役割分担 

子ども家庭支援センターは、「１子ども家庭支援センターの位置づけ」に基づく

役割を担う一方、児童相談所は、強力な法的権限などの高度な専門性を必要とす

る相談や虐待対応等を担うことを基本とする。 

（２）代替養育、パーマネンシー保障に関する業務の役割分担 

① 基本的な考え方 

児童相談所と子ども家庭支援センターをはじめとする区の関係所管が協力

し、地域資源を活用するとともに、区の支援サービスの充実を図り、養育家庭

等を支援することを基本とする。 

② 児童相談所の役割 

児童相談所は、里親等の代替養育及びパーマネンシー保障に関する業務のう

ち、措置、解除等の行政行為を担うものとする。 

③ フォスタリング機関の整備等との整合 

フォスタリング機関等の機能の整備が具体化されるまでの間、次のとおり子

ども家庭支援センターと児童相談所は里親等の代替養育及びパーマネンシー

保障に関する業務にあたるものとし、平成３０年度において、関係機関との意

見交換等のうえ、具体の内容を定めるものとする。 

・里親・養子縁組に関する業務のうち、里親の相談を受け、家庭訪問をするな

ど支援に属することは、子ども家庭支援センターと児童相談所の共通の役割

とする。 

・子ども家庭支援センターは、里親等の代替養育及びパーマネンシー保障に関

する業務のうち、養育家庭制度の普及啓発にあたるものとする。 

  ※第８章「社会的養護」を参照。 

４ 子ども家庭支援センターと児童相談所の一元的な運用 

（１）区が目指す「一元的な運用」の姿 

地域における子どもに関するあらゆる相談の一義的な窓口である子ども家庭支

援センターと、強力な法的権限などの高度な専門性を有する児童相談所は、それ

ぞれが持つ専門的な機能や権限を発揮し、それぞれの役割を果たしつつ、必要に

応じて問題の解決まで協働で関わる「のりしろ型支援」の体制を構築することで、

気軽な相談から、虐待等の要保護児童等の早期発見・早期対応に至るまでの切れ

目のない児童相談行政の実現を目指す。 
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健康

【１次予防／普及啓発・子育て支援】

（母子保健・せたがや版ネウボラ）

総合支所健康づくり課

ネウボラ・チーム

地域 （地域子育て支援コーディ

ネーター、児童館、おでかけひろば

など）

妊娠期からの切れ目のない支援

医療 （医師、助産師、看護師、

メディカルソーシャルワーカーなど）

地域における見守り・支援の輪

地域での

自立した生活

児童虐待の

再発・連鎖

育児不安

【２次予防／進行防止】

在宅生活における支援

【３次予防／再発防止】

虐待通告対応

在宅指導

一時保護

施設入所・里親委託

施設、里親等を巣立つ

若者の自立支援

子ども家庭支援

センターの支援

児童相談所の

指導等

児童虐待の

再発・連鎖

家庭に児童を

帰す前の家族への

支援と見極め

両
機
関
に
よ
る
支
援

（の
り
し
ろ
型
支
援
）

健
康
性
の
向
上
に
向
け
た
一
元
的
な
支
援

虐待ケースに対する

子ども家庭支援センターと児

童相談所の認識の

温度差

虐待の再発・連鎖を

断ち切る「のりしろ型」支援


